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1. 
「STOP！熱中症 クールワークキャンペーン」の実施について 

・・・・・・・厚生労働省労働基準局 安全衛生部長 

 （１）趣旨 

    熱中症については、第 12 次労働災害防止計画（以下「12 次防」という。）において、重点とする健康確

保・職業性疾病対策の一つとしてあげられており、平成 20 年から 24 年までの 5 年間と比較して、平成 25

年から平成 29 年度までの 5 年間の職場での熱中症による休業 4 日以上の死傷者の数を 20％以上減少させ

る、との目標が設定されている。これまで、平成 21 年 6 月 19 日付け基発第 0619001 号「職場における熱

中症の予防について」に基づく対策をはじめとして、毎年、重点事項を示して、その予防対策に取り組ん

できたところであるが、12 次防期間中の発生件数は、平成 29 年 1 月現在の速報値で、平成 20 年から 24

年までの 5 年間の発生件数の 95％に達し、あと 1 年を残して、12 次防期間中の目標件数を上回り、また、

80 名を超える労働者が死亡している状況にある。 

    このため、熱中症による死亡災害ゼロを目指し、12 次防の最終年となる平成 29 年の下記期間におい

て、事業場における責任体制の確立を含めた熱中症予防対策の徹底を図ることを目的とし、本キャンペー

ンを展開するようになった。 

 

 （２）期間 

    平成 29 年 5 月１日から 9 月 30 日までとする。 

   なお、4 月を準備期間とし、政府全体の取組みである熱中症予防強化月間の 7 月を重点取組期間とする。 

 

 （３）熱中症による死傷者数の推移（平成 19～28 年分） 

過去 10 年間（平成 19～28 年）の職場での熱中症による死亡者及び休業４日以上の業務上疾病者の数

（以下合わせて「死傷者数」という。）をみると、平成 22 年に 656 人と最多であり、その後も 400～

500 人台で推移している。平成 28 年の死亡者数は 12 名と平成 27 年に比べ減少したが、死傷者数は、

平成 27 年とほぼ同数となっている。 
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（４）熱中症の症状と分類 
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（５）熱中症の救急処置（現場での応急処置） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 熱中症を疑う症状については、 

２頁目「熱中症の症状と分類」を参照のこと。 
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全中貿が後援している浙江省輸出商品交易会が、本年 9月 12日（火）から 15日（金）まで、イン

テックス大阪 2号館で開催されます。展示商品（アパレル、テキスタイル、日用消費財、装飾、ギフ

ト）に関心のある方は商談会にご参加下さい。（展示の企業数は約 200社） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ２０１７年 中国浙江省輸出商品交易会のお知らせ 
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４月７日に閣議決定されました「外国為替及び外国貿易法に基づく北朝鮮に係る対応措置について」

に基づき、北朝鮮を仕向地とする全ての貨物の輸出禁止及び北朝鮮を原産地又は船積地域とする全て

の貨物の輸入禁止等の措置を引き続き講ずることとしました。 

つきましては、引き続き、下記の事項に十分ご留意いただきますよう、よろしくお願いいたします。 

 

１１. 措置の内容 

（１） 北朝鮮を仕向地とする全ての貨物について、経済産業大臣の輸出承認義務を課すことにより、

輸出を禁止します（関係条文：外国為替及び外国貿易法（以下「外為法」という。）第４８条第３

項）。 

（２） 北朝鮮を原産地又は船積地域とする全ての貨物について、経済産業大臣の輸入承認義務を課す

ことにより、輸入を禁止します（関係条文：外為法第５２条）。 

（３）これらの措置に万全を期すため、次の取引等を禁止します。 

① 北朝鮮と第三国との間の移動を伴う貨物の売買、貸借又は贈与に関する取引（仲介貿易取引）

（関係条文：外為法第２５条第６項） 

② 輸入承認を受けずに行う原産地又は船積地域が北朝鮮である貨物の輸入代金の支払（関係条

文：外為法第１６条第５項） 

（４） 人道目的等に該当するものについては、措置の例外として取り扱うものとします。 

（５） 上記の措置は、平成２９年４月１４日から平成３１年４月１３日までの間、実施します。 

 

２. 措置の厳格な実施（迂回輸出入の禁止） 

北朝鮮との間の輸出入禁止措置については、第三国経由のものも含めて禁止しており、北朝鮮と

の迂回輸出入が行われることのないよう、適正な貿易管理に万全を期すことをお願いいたします。 

なお、違反した場合には、外為法に基づき、罰則（５年以下の懲役又は罰金の併科）に処せられ

ることがあるほか、行政制裁（１年以内の取引禁止）が課せられることがあります。 

 

３３．その他 

今般の措置の対象となる輸入等に係る支払等については、外為法第１７条の規定による銀行等

の確認義務の対象となっており、財務省から銀行等に対して、確認義務の履行を要請していると

ころです。 

つきましては、銀行等から確認を求められた際には、御協力願います。 

 

（本件に関するお問い合わせ先）  

貿易経済協力局貿易管理部貿易管理課長 戸髙 秀史  

担当者： 野澤、熊野  電 話：０３-３５０１-０５３８（内線 ３２４１） 

 

 

 

 

3. 
外国為替及び外国貿易法に基づく北朝鮮輸出入措置の「2年間」延長について 

・・・・・・・平成29年4月7日 経済産業省 貿易管理課 

▶本ニュースに関するご照会・ご意見等は、全中貿事務局 (大洋株式会社内) 鹿内 までお願いします。 

全中貿事務局  TEL/ 06-6443-5810  E-MAIL / zenchubo.jimukyoku@jafta.jp  


